
平成２２年度の組織目標の評価
動物保護管理センター

「総合的な評価」
県動物愛護管理推進計画に基づき適正飼養指導および啓発に努め、啓発事業や動物取扱業の監視では一部目標を下回るものもあるが、概ね目標
値を達成することができた。
「項目ごとの評価」

番 平成２２年度の目標値 事 業 の 進 捗 状 況 課 題 と 問 題 点 今 後 の 方 針
号

１ ・収容頭数の半減 2550頭 ・収容頭数の半減 1780頭 ・鑑札や迷子札等身元を示す ・あらゆる機会を通じて、身元表
(犬 900頭 ねこ 1650頭) (犬 624頭 ねこ 1156頭) ものの装着率が低い。 示措置促進のための一層の普及
・犬・ねこの返還譲渡率向上 ・犬・ねこの返還譲渡率向上 啓発が必要である。
(犬 45％ ねこ 5.5％) (犬 49.2％ ねこ 9.3％) ・犬・ねこの収容頭数削減に

向けて、地域、行政、関連 ・今後も協会のホームページ等を
・ふれあい教室開催 15回 ・ふれあい教室開催 22 回 団体、動物愛護推進員、ボ 活用し返還率の向上に努める。

ランティア等と協働した取
・体験学習の受け入れ 15回 ・体験学習の受け入れ 24回 り組みを推進する必要があ ・動物愛護推進員と協働して、譲

る。 渡の機会を拡大させる。
・犬・ねこの飼い方講習会開催 35回 ・犬・ねこの飼い方講習会開催 66 回

・飼い主に対する終生飼養、 ・センター、保健所における犬・
・犬のしつけ方教室開催 20回 ・犬のしつけ方教室開催 22 回 適正飼養等の啓発事業を強 ねこ引き取りの際の対応を強化

化するとともに、不妊・去 し、詳細な事情を聴取すると共
・犬・ねこの譲渡会開催 20回 ・犬・ねこの譲渡会開催 45回 勢の推進を促進するための に、わんにゃん掲示板等飼養継

施策を展開していく必要が 続にあたってのツールの活用を
・条例に基づく多頭飼育施設 ・条例に基づく多頭飼育施設 ある。 図り、所有権放棄の再考を促す。
立ち入り調査 30件 立ち入り調査 23 件

・啓発事業については、内容を検
・動物愛護にかかる地域街頭啓発 6回 ・動物愛護にかかる地域街頭啓発 6回 討し、効果的な開催を図る。

・特定動物許可施設監視 100％ ・特定動物許可施設の監視 91.7％ ・動物取扱業施設監視件数の ・動物取扱業の監視については、
２ （11/12施設) 向上を確保するために、監 大規模繁殖施設から優先順位を
・犬の大規模繁殖施設(100頭以上)に対する ・犬の大規模繁殖施設(100頭以上)に対する 視の日を通常の運行計画に つけ効率的で効果的な監視を引
監視の強化 80％ 監視の強化 80.0 ％ 盛り込み、施設監視を強化 き続き実施していく。

(12/15施設) するなどの努力を引き続き
・動物取扱業施設の監視 30％ ・動物取扱業施設の監視 21.6％ していく必要がある。

(70/324 施設)
・動物取扱責任者研修会 3回 ・動物取扱責任者研修会の開催 4回
・センター事業推進協議会の開催 ・センター事業推進協議会の開催 1回 ・当協議会からの意見、提言 ・当協議会を年 1 回以上開催す
３ ・動物愛護推進員研修会の開催 ・動物愛護推進員研修会の開催 1回 を施策に反映する。 る。

・推進員、ボランティアとの ・当研修会を年 1回以上開催する。
協働体制の確立




